
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田市立地適正化計画素案 

（概要版） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年７月 

 

戸 田 市 

 

 

  

22811
テキストボックス
資料１



1 

 

１ 立地適正化計画について 
我が国の総人口は、2008年の約１億 2800万人をピークに減少へと転じ、人口減少及び

高齢化は、今後も続くと予測されており、将来的には、現在の人口規模に応じて成り立っ

ている生活利便施設（医療・福祉施設、商業施設、行政施設等）や公共交通のサービスレ

ベルの維持が難しくなり、生活利便性の低下、住環境の悪化につながることが懸念されて

います。これらへの対応策として国の関係省庁が連携を図り、2014年８月に都市再生特

別措置法が改正され、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能及び都市機能（医

療・福祉、商業、行政等）の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランと

して、立地適正化計画が新たに制度化されました。 

 

２ 計画策定の背景及び目的 
全国的な人口減少や高齢化に対し、現在、本市において人口は増加傾向にありますが、

将来的には減少に転じ、既に始まっている高齢化についても今後、急速に進行していくこ

とが予測されています。状況が悪化してからの対応では、持続可能な都市の実現は難しく

なるため、今から人口減少・超高齢社会の到来に備える必要があります。 

そのようなことから、誰もが快適に生活を送ることができるような住環境及び生活利便

性の維持・向上を目的として、緩やかに居住機能や都市機能の適正な誘導を図る「戸田市

立地適正化計画」を策定します。 

 

３ 立地適正化計画で定める内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：改正都市再生特別措置法等について（平成 27年６月１日時点、国土交通省都市局都市計画課） 

 

＜居住誘導区域＞ 
人口密度を維持することに
より、生活利便サービスや
コミュニティが持続的に確
保されるよう、居住を誘導
すべき区域 

＜都市機能誘導区域＞ 
商業、医療・福祉等の生活
利便施設を都市の中心拠点
に誘導・集約することによ
り、これらの各種サービス
の効率的な提供を図る区域 

＜誘導施設＞ 
都市機能誘導区域内におい
て、誘導・維持すべき商
業、医療・福祉等の生活利
便施設のうち、広域からの
利用が見込まれる施設 
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４ 計画の対象区域 
立地適正化計画の対象区域は、戸田都市計画区域（市全域）とします。 

 

５ 計画の期間 
立地適正化計画は、おおむね 20年後の都市を展望しつつ、さらにその先も考慮するもの

とします。計画の期間は、当初策定時である 2019年から 2038年とします。 

なお、人口分析において使用する各種データの基準年次を 2015年としているため、20年

後の将来予測年次を 2035年とします。 

また、計画の期間中は、おおむね５年ごとに計画目標の達成状況を評価し、その結果や戸

田市都市計画審議会における意見を踏まえ、必要に応じて、適切に立地適正化計画や関連す

る都市計画の見直しを行います。 

 

 

６ 都市の現状及び課題 
人口動向、福祉、子育て、住宅等の 13分野について関連する既往計画の整理やデータ分

析を行い、都市の現状を把握するとともに、特に解決すべき課題を次のとおりとします。 

○広域を対象とする都市機能が集積した個性ある拠点の形成 

 

 

 

 

 

 

 

○ニーズに応じた活動的な生活が実現できるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自家用車に過度に依存しない交通環境の形成 

 

 

 

 

 

 

  

・駅周辺へは、鉄道やバスをはじめとする多様な手段により市内全域から移動が可能。 

・駅周辺には病院、大型商業施設などの施設が立地しているが、駅ごとの個性や特色に乏

しい。 

⇒現在の利便性の高さを維持しつつ、広域を対象とする都市機能を中心として、それぞれ

の拠点に求められる機能を整理し、集積させる必要がある。 

・近年は、自家用車に過度に依存しない人が増加している。 

・市内を徒歩や自転車で移動する人が多い。 

・高齢化の進展も踏まえると、公共交通の役割はさらに重要になる。 

⇒自家用車以外の交通手段によるアクセス性向上に向けた交通環境の形成を進める必要が 

ある。 

 

・人口は増加傾向にあるが、長期的には減少に転じ、高齢化も既に始まっており、今後も

急速に進行していくことが予測されている。 

・市民のライフスタイルやその時々のライフステージにより、住環境に求められるニーズ

はますます高度化・多様化している。 

・日常生活に必要な利便施設の多くは市内に広く立地している。 

⇒地域ごとに、個々のニーズに応じた活動的に生活できるまちづくりを進める必要が 

ある。 
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７ まちづくりの目標及び方針 
特に解決すべき課題を踏まえ、戸田市第４次総合振興計画に示された将来都市像の実現を

目指し、立地適正化計画におけるまちづくりの目標やまちづくりの方針を次のとおり定めま

す。 

 

○まちづくりの目標 

都市環境と自然環境が調和した生活の質を高めるまちづくり 

 

○まちづくりの方針 
 

 

 

拠点ごとに特色ある活力とにぎわいの創出 

～人々が集い、市全体の魅力向上につながるまちづくり～ 

 

それぞれの地域の特徴をいかした都市環境の向上 

～誰もが多様な暮らし・活動を実現できる環境づくり～ 

 

多様な交通手段による移動性の向上 

～生活の質の向上を支える交通環境づくり～ 

・拠点ごとの役割等を定め、それらに応じて、広域を対象とする拠点的な都市機能

を充実させる。 

・各拠点において、市の中心として相応しいにぎわいや魅力づくりを進める。 

 

・それぞれの地域が有する現在の利便性を維持しつつ、ライフスタイルやライフス

テージに応じた暮らしを支える住環境をつくる。 

・子育て世代の転入を促進する子育てしやすい環境をつくる。 

・普段の生活が健康づくりにつながる環境をつくる。 

・工業系の土地利用を主とする地域について、操業環境の維持・向上を進める。 

・水や緑を感じられる環境をつくる。 

・市内のどこからでも、様々な交通手段で移動できるネットワークを形成する。 

・市外にアクセスしやすい公共交通ネットワークの維持・向上を進める。 
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８ 目指すべき都市の骨格構造 

まちづくりの目標の実現に向けて、誘導すべき都市活動を設定し、目指すべき都市の骨格構造（ゾーニング、拠点配置、基幹的な公共交通軸）を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図で示しているゾーンは、それぞれのゾーンにおいて特にふさわしい活動を誘導していく対象エリアとして設定するものであり、誘導対象以外の活動を否定するものではありません。また、都市

活動を支える環境、都市機能についても、ほかの環境・機能を否定するものではありません。 

 

都心に近い立地をいかし、製
造業、物流等の事業所による都
市型工業の事業活動を営んでい
ます。 

地域住民との交流、地域の人
の雇用、事業所と地域による災
害時の相互協力といった相互に
メリットを受けつつ暮らした
り、事業活動を営んでいます。 

休日には荒川河川敷を散歩し
たり、彩湖・道満グリーンパー
クでスポーツを楽しんだり、近
所の公園等で遊ぶなど、日常的
に水と緑に親しみながら健康的
に暮らしています。 

地域で長く暮らしている人や転
入して間もない人など、多様な住
民が交流し、ゆとりを持ちながら
快適に暮らしています。 

多様な世代の人々が地域の商
店で買い物したり、地域活動に
参加するなど、地域に密着して
暮らしています。 

鉄道沿線の通勤や買い物の利
便性に魅力を感じる若いファミ
リー層などが、利便性の高い上
質な都市型の洗練されたライフ
スタイルを満喫しながら暮らし
ています。 

 

②都市活動を

支える主な環

境・機能 

拠
点 

中心拠点 ：生活利便性を高める機能はもとより、都市全体の活動を牽引し、 

都市イメージを向上させる機能を備えた拠点 

歩道が広く、安全・快適に 

移動しやすい 

荒川河川敷、彩湖・道満グリーンパーク

等の豊かな自然環境に近接している 

住
ま
い 

利便性の高い暮らしを支える 

高機能な集合住宅 
基本的な品質や環境性能を満たす住宅 

保育園・幼稚園・学童保育室 

住環境に配慮した 

工場等 

敷地にゆとりのある工場、 

流通センター等の施設 

子育て支援サービス（一時預かり、地域子育て支援拠点等） 

診療時間の長い身近な医療施設（小児科等） 

学習塾、図書館等 

生
活
支
援 

都
市
活
動
が
展
開

さ
れ
る
ゾ
ー
ン 

営業時間の長い商業施設（スーパー等） 

大規模な商業施設 

地域交流施設 

行政施設（本庁舎、支所等） 

医療・福祉施設（診療所、デイサービス、地域包括支援センター等）、健康増進施設（フィットネスクラブ等） 

公共交通の結節点であり、 

移動が便利 

③
都
市
の
骨
格
構
造 

総合病院 

水と緑に親しむ暮らし 
①誘導すべき 

都市活動 

 

基本的な 

イメージ 

都会的で洗練された暮らし 地域に密着した便利な暮らし 

上記の考え方を踏まえて誘導区域の設定を行います 

居住誘導区域       ： 原則、居住ゾーンに設定 

都市機能誘導区域     ： 居住誘導区域内の中心拠点に設定 

④誘導区域設定の

考え方 

新しい形の住工共生 立地をいかした工業 快適でゆとりのある暮らし 

バスの利用により、市内 3駅のほか、 

JR武蔵野線武蔵浦和駅、都営三田線

西高島平駅、東京メトロ有楽町線 

成増駅等へもアクセスできる 

都会的で洗練された暮らしを

誘導するゾーン 

各鉄道駅の徒歩圏の市街地 

居住ゾーン 住工共生ゾーン 工業ゾーン 

地域に密着した便利な暮らし

を誘導するゾーン 

上戸田、下戸田、中町、喜沢等 

水と緑に親しむ暮らしを 

誘導するゾーン 

新大宮バイパスの西側 

日常的に利用する商業施設（地域の商店等） 

敷地にゆとりのある戸建住宅 

文化・行政拠点 ：文化的な都市活動や行政サービス向上に資する機能を備えた拠点 
工業拠点    ：広域交通網に近接し、工業機能が集積した拠点 
緑の拠点    ：市を代表する緑地空間である荒川へのアクセス拠点 
水辺の拠点   ：荒川の水辺空間における結節点となる拠点 
交通拠点    ：鉄道、バスなどの公共交通が集中している交通結節点 

サービス付き高齢者向け住宅等 

快適でゆとりのある暮らしを

誘導するゾーン 

本町、新曽、笹目、美女木等 

立地をいかした工業を 

保全するゾーン 

大字美女木、笹目北町、新曽南、川岸等 

新しい形の住工共生を 

図るゾーン 

美女木、笹目、氷川町、新曽南等 

ＪＲ埼京線とＪＲ京浜東北線に 

アクセスしやすい 

操業環境に配慮した住宅 

日常的に利用する商業施設（スーパー、コンビニ等） 

銀行・郵便局 

教
育

支
援 

笹目川の親水空間や川沿いの 

遊歩道、戸田公園等のゆとりある 

空間がある 

職住が近接している 操業環境を妨げない環境 

広域交通基盤（東京外かく環状道路、 

新大宮バイパス等）に近い 

環
境 

子
育
て
支
援 

工
業 

環
境 

住
ま
い 



                                                                        5 

 

目指すべき都市の骨格構造 

 （全体像）                                           （基幹的な公共交通軸） 
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９ 施策・誘導方針 
「都市の現状及び課題」、「まちづくりの目標及び方針並びに目指すべき都市の骨格構

造」を踏まえ、本市が抱える課題を解決するための施策・誘導方針を定めます。 

 
○拠点ごとに特色ある活力とにぎわいの創出 

～人々が集い、市全体の魅力向上につながるまちづくり～ 

 
 

 

 

○それぞれの地域の特徴をいかした都市環境の向上 

～誰もが多様な暮らし・活動を実現できる環境づくり～ 

 

 

 

 

○多様な交通手段による移動性の向上 

～生活の質の向上を支える交通環境づくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施策・誘導方針） 
・公共交通が利用しやすい環境の整備 
・徒歩・自転車で行動したくなる快適な移動空間の整備 
・公共交通の利用促進に向けたモビリティマネジメントの推進 

 

（施策・誘導方針） 
・中心拠点としての利便性を高め、にぎわい、交流が生まれる施設の誘導 
・既存ストック、公有地の有効活用 
・魅力ある中心拠点形成に向けた景観づくりの推進 

 

（施策・誘導方針） 
・住み続けたいと思える住環境の整備 
・子育てしやすい環境の整備 
・地域包括ケアシステム構築の実現に向けた、生活を支える施設やサービスの 
維持・充実 

・工業の保全と適切な住工共生の推進 
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10 居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設 

目指すべき都市の骨格構造等を踏まえ、居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜居住誘導区域の設定に関する基本的な考え方＞ 

○目指すべき都市活動等が実現できる区域（土地利用） 

・都市活動に応じたゾーニングや都市の骨格構造等を実現するために必要な地域を居住誘導区域に含める。

（居住系ゾーンは区域に含める。住工共生を図るゾーンは、居住系土地利用と工業系土地利用の割合を踏ま

えて判断する。） 
○将来の人口分布を踏まえた適切な区域 

・将来の人口分布予測を踏まえ、「人口規模の維持」を基本としながら居住誘導区域に含めるか判断する。 

○公共交通の利便性を踏まえた区域 

・公共交通（路線バス、コミュニティバス（toco））による利便性の視点から居住誘導区域に含めるか判断す

る。 

○災害等への対応を踏まえた区域 
・河川はん濫による浸水、火災等による災害の影響を受ける可能性があるエリアは、災害リスク、警戒避難体

制の整備状況等を勘案して、居住誘導区域に含めるか判断する。 

＜都市機能誘導区域の設定に関する基本的な考え方＞ 

○広域からの利用が見込まれる都市機能が、既に一定程度充足している区域 

・生活利便施設のうち、広域からの利用が見込まれる施設が立地しているエリアを中心に都市機能誘導

区域に含める。 
○鉄道、路線バスなど公共交通網が集中している区域 

・鉄道、路線バス及びコミュニティバス（toco）等の公共交通ネットワークが集中し、市内各地からア

クセスしやすいエリアを都市機能誘導区域とする。 

○おおむね徒歩圏内で構成される区域 

・都市機能誘導の規模は、区域内を徒歩あるいは徒歩により移動できる範囲とし、最大半径 800ｍのエ

リア範囲内で設定する。 

＜誘導施設の設定に関する基本的な考え方＞ 

○広域からの利用が見込まれる施設 

・病院、総合福祉センター、子育て総合支援センター、図書館、文化・スポーツ施設、大規模商業施

設、市役所、銀行・信用金庫等を対象として、立地状況等を勘案し、都市機能誘導区域ごとに誘導施

設を設定する。 
 

戸田公園駅周辺地区 

【誘導施設】(○：誘導タイプ、●維持タイプ) 

●病院（病床数 200床以上） 

●銀行・信用金庫（窓口機能あり） 

●商業施設（店舗面積 3,000㎡以上） 

戸田駅周辺地区 

【誘導施設】(○：誘導タイプ、●維持タイプ) 

○病院（病床数 20床以上） 

○銀行・信用金庫（窓口機能あり） 

●商業施設（店舗面積 3,000㎡以上） 

●市役所（本庁舎） 

●文化会館 

●図書館（本館）・郷土博物館 

●スポーツセンター 

●健康福祉の杜 

北戸田駅周辺地区 

【誘導施設】(○：誘導タイプ、●維持タイプ) 

○病院（病床数 20床以上） 

●銀行・信用金庫（窓口機能あり） 

●商業施設（店舗面積 10,000㎡以上） 
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11 誘導施策 

まちづくりの目標実現に向けて今後取組を進める施策を整理します。 

まちづくりの方針①に対応する誘導施策としては、都市機能誘導区域における都市機能

誘導をはじめとする拠点の形成に向けた施策を位置づけます。まちづくりの方針②に対し

ては、主に居住誘導区域における住環境向上に向けた施策を位置づけますが、居住誘導区

域外にも適用する施策を含みます。まちづくりの方針③に対しては、都市機能誘導区域間

又は都市機能誘導区域と居住誘導区域、居住誘導区域外を結び、本市全体の移動性向上を

図っていく施策を位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○中心拠点としての利便性を高め、にぎわい、交流が生まれる施設の誘導 

・駅前における土地区画整理事業・市街地再開発事業等の推進 

 ・誘導施設の立地に係る土地取引前等における事前届出制度の導入 

・誘導施設の整備に対する補助金など国等による支援の活用 

○既存ストック、公有地の有効活用 

・誘導施設の立地に関する公有地の有効活用 

・空き店舗等の利活用の推進 

○魅力ある中心拠点形成に向けた景観づくりの推進 

・景観づくり推進地区の指定等による景観づくりの推進 
 

○住み続けたいと思える住環境の整備 
・ライフスタイルやライフステージに応じた暮らし方に関する情報発信などによる官民

連携による移住・住み替えの支援 

・空き家バンク制度の運用、空き家のリノベーションへの支援などによる空き家の利活
用の推進 など 

○地域包括ケアシステム構築の実現に向けた、生活を支える施設やサービスの維持・充実 

・地域包括支援センターにおける相談機能の充実 
・認知症グループホームにおけるサービスの充実 など 

○子育てしやすい環境の整備 
・地域子育て支援拠点の充実 
・保育所の拡充と質の向上 など 

○工業の保全と適切な住工共生の推進 
・企業立地マッチング促進事業の推進  
・新技術・新製品の開発支援 など 
 
 
 

拠点ごとに特色ある活力とにぎわいの創出 
～人々が集い、市全体の魅力向上につながるまちづくり～ 

 
 

それぞれの地域の特徴をいかした都市環境の向上 
～誰もが多様な暮らし・活動を実現できる環境づくり～ 

 

多様な交通手段による移動性の向上 
～生活の質の向上を支える交通環境づくり～ 

 
○公共交通が利用しやすい環境の整備 

・駅前交通広場の整備などによる鉄道やバスの結節機能の強化 
・市民生活の状況や生活利便性を勘案したコミュニティバス（toco）の路線の適宜見直し 

○徒歩・自転車で行動したくなる快適な移動空間の整備 
・都市計画道路の整備 
・歩行者・自転車ネットワークの整備 など 

○公共交通の利用促進に向けたモビリティマネジメントの推進 
・公共交通の利用促進に向けた普及・啓発 

 
 

まちづくりの方針① 

まちづくりの方針② 

まちづくりの方針③ 
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12 計画の評価方法 

「まちづくりの目標及び方針並びに目指すべき都市の骨格構造」で示した本市における

まちづくりの目標「都市環境と自然環境が調和した生活の質を高めるまちづくり」を目指

し、この目標の実現に向けて、計画目標値を設定します。 

計画目標値は、都市活動の主体である市民の目線から、本計画における目指すべきまち

づくりの実現度合いを見定めることに主眼を置くこととし、４年に一度実施している「戸

田市市民意識調査」と連携した市民の意識に基づく設定をし、その達成状況を把握しま

す。また、居住機能、都市機能等に関する動向を把握するため、客観的な定量的指標を用

いてモニタリングを行い、これらの結果を基に、計画目標値の達成状況の要因、人口密度

の急激な変化等による居住機能、都市機能、公共交通の維持・向上に対する影響等を検証

することにより計画の評価を行います。 

 

○中心拠点の形成に関する計画目標値 

鉄道３駅を中心とした都市機能誘導区域における誘導施策の実施により、各種生活利

便施設の立地が促進され、行政、商業、医療・福祉施設等の都市機能が集積した拠点とし

ての利便性が高まることになります。これにより、都市機能誘導区域を訪れる人が増加し、

各都市機能誘導区域において、これまで以上のにぎわいの創出が期待されます。 

 

計画目標値 駅周辺ににぎわいや魅力があると思う市民の割合 

現況値 調査未実施 
2018年度 

【2018年度市民意識調査実施に向け調整中】 

目標値 
未定（現況値より向上）※ 2028年度【中間時点】 

未定（現況値より向上）※ 2038年度【最終目標時点】 

モニタリング

指標の例 
都市機能誘導区域の滞留人口、従業人口、地価、誘導施設数等 

※2018年度実施予定の市民意識調査の結果を基に設定します。 

 

○市全域における住環境等の向上に関する計画目標値 

市全域において様々な施策を実施することにより、各ゾーンにおいて子育て世代やシ

ニア世代をはじめとした、誰もがそれぞれのライフスタイルやライフステージに応じた希

望する暮らしを送り続けることや、操業しやすい環境の向上が可能となります。以上によ

り、各ゾーンにおいて希望する暮らし、営みが行われることにより、地域コミュニティの

持続・強化や地域の魅力の向上につながり、定住や持続的な操業への意識が増進すること

が期待されます。 

 

計画目標値 住み続けたいと思う市民の割合 

現況値 調査未実施 
2018年度 

【2014年度市民意識調査結果は 76.2%】 

目標値 
現況値＋２％ 2028年度【中間時点】 

現況値＋４％ 2038年度【最終目標時点】 

モニタリング

指標の例 

人口密度、住宅の立地数、地価、空き家率、公共交通機関分担率、公共交通

機関等利用者数等 



 

10 

 

13 届出制度 

○居住誘導区域外における届出 

本計画区域内の居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握するため、居住誘導

区域外で一定規模以上の建築行為又は開発行為を行おうとする場合は、着手の 30日前ま

でに本市への届出が義務づけられます。また、届出の対象行為のうち、適用除外となる

開発行為、建築等行為については、条例において定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正都市再生特別措置法等について（平成 27年 国土交通省）を基に作成 

 

○都市機能誘導区域外における届出 

本計画区域内の都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するため、都

市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築行為又は開発行為を行おうとする場

合は、着手の 30日前までに本市への届出が義務づけられます。また、届出の対象行為の

うち、適用除外となる開発行為、建築等行為については、条例において定めるものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開発行為 ○建築等行為  

 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その

規模が 1,000㎡以上のもの 

③住宅以外で人の居住の用に供する建築物として条

例で定められたものの建築目的で行う開発行為 

 （寄宿舎、有料老人ホーム 等） 

 

①の例示：３戸の開発行為・・・届出必要 

 

 

 

②の例示：1,300㎡１戸の開発行為 

            ・・・届出必要 

 

 

 

    ：800㎡２戸の開発行為 

            ・・・届出不要 

 

 

 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②人の居住の用に供する建築物として条例で定めた

ものを新築しようとする場合 

 （寄宿舎、有料老人ホーム 等） 

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅

等（①、②）とする場合 

 

①の例示：３戸の建築行為・・・届出必要 

 

 

 

    ：１戸の建築行為 

            ・・・届出不要 

 

 

 

例）都市機能誘導区域Ａにおける誘導施設を「商業施設」、 
   都市機能誘導区域Ｂにおける誘導施設を「商業施設」「病院」とした場合 
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国土数情報（平成 27年時点、国土交通省）、都市構造の評価に関するハンドブッ

ク（平成 26年、国土交通省）を基に作成 

○総人口の分布状況（2015年） ○人口の将来推計 
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

（千人）

（年）
ベース推計 国勢調査等

実績値 推計値

戸田市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る人口ビジョン（平成 27年 10月）を基に作成 

○年齢３区分別・人口構成率の推移 

戸田市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る人口ビジョン（平成 27年 10月）を基に作成 

○生活利便施設の分布状況 

国土数値情報（平成 27年時点、国土交通省）を基に作成 
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実績値 推計値

○土地利用現況（2014年） 

土地利用調整方針調査検討業務報告書（平成 28年３月）を一部加工 

○公共交通機関の徒歩圏 

○乗用車数と人口の推移 

市区町村別自動車保有車両数（各年、関東運輸局）、国勢調査（各年、総務省）を

基に作成 

 

下笹目バスターミナル 

北戸田駅 

戸田駅 

戸田 
公園駅 

蕨駅 

鉄道駅から半径800ｍ圏域

運行回数30回以上/日のバス停から半径300ｍ圏域

運行回数30回未満/日のバス停から半径300ｍ圏域

バス停（市内）

バス停（市外）

公共交通機関までの徒歩圏域 バス停

30回以上/日

30回以上/未満

バス運行回数

国勢調査（平成 27年、総務省）を基に作成 

○総人口の分布状況（2035年） 

国勢調査（平成 22年・27年、総務省）、埼玉県保健統計年報（平成 22～26年、

埼玉県）を基に作成 

○総人口の分布状況（2060年） 

国勢調査（平成 22年・27年、総務省）、埼玉県保健統計年報（平成 22～26年、

埼玉県）を基に作成 

【参考データ】 




